
※ 給付を許可された者は，速やかに当該学期分の授業料納付を証明する書類の写しを 

  弘前大学学務部学生課に提出すること。 

※ 岩手大学大学院において授業料等の免除を受けた場合，速やかに同課に連絡すること。 

                           （岩手大学大学院連合農学研究科学生用） 

 

海外協定校からの留学生に対する授業料相当額給付に係る申請書 
 

 

所 属：岩手大学大学院連合農学研究科（弘前大学配属） 
 

 

               学籍番号          学年       年 
 
 
 

               氏    名                  
 

 

 海外協定校からの留学生に対する授業料等の免除等措置実施要項（平成 25 年 2 月 15

日学長裁定）に基づく授業料等の免除を申請します。 

 

 

出身大学名・学部名                                大学 

 

           学部           学科 

 

卒業年月              年         月 
 

 

免除を希望する事項にチェック☑をつけてください。 

  

 

       □ 授業料 （ 平成     年   前期 ・ 後期  ） 

 

※ 注意事項 ※ 

授業料免除の申請は前期・後期それぞれについて行う必要があります。 

今回の申請で１年分の免除申請とはなりませんので注意してください。  

             

 

申請理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


